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償還報告書（全体版） 

[繰上償還] 

三菱ＵＦＪ 
日本短期債券ファンド 

 

 
 

信託終了日：2018年３月26日 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド」は、約

款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通

り、３月26日に繰り上げて償還させていただきまし

た。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上

げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商品分類 追加型投信／国内／債券 

信託期間 
2018年３月26日［当初、無期限］まで（2012年
12月３日設定） 

運用方針 

日本短期債券マザーファンド受益証券への投
資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投
資します。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期をベン
チマークとし、これを上回る投資成果をめざ
します。マザーファンド受益証券の組入比率
は高位を維持することを基本とします。運用
の効率化を図るため、債券先物取引等を利用
する場合があります。 

主要運用対象 

ベ ビ ー 
ファンド 

日本短期債券マザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。
このほか、わが国の債券に直接投
資することがあります。 

マ ザ ー 
ファンド 

わが国の公社債・金融商品を主要
投資対象とします。 

主な組入制限 

ベ ビ ー 
ファンド 

外貨建資産への投資は行いません。 

マ ザ ー 
ファンド 

外貨建資産への投資は行いません。 

分配方針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を
勘案して委託会社が決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わない
ことがあります。 
 

  
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 

 

 分配金額の決定にあたっては、信託財産の
成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。） 

251487 
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三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 
期 中 
騰 落 率 

 円 銭 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

２期(2014年10月20日) 10,025    0 0.1 235.59 0.3 98.8 － 7,858 

３期(2015年10月19日) 10,011    0 △0.1 235.78 0.1 97.4 － 4,565 

４期(2016年10月19日) 10,024    0 0.1 236.63 0.4 99.6 － 72 

５期(2017年10月19日) 10,024    0 0.0 235.95 △0.3 94.3 － 79 

(償還時) (償還価額)        

６期(2018年３月26日) 10,029.92 － 0.1 235.88 △0.0 － － 48 
 

（注） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期とは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合のサブインデックスで、残存期間１年から３年の債券で構成されています。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地
方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレー
ション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期は野村證券株式会社の知的財産で
あり、当ファンドの運用成果に関し野村證券株式会社は一切関係ありません。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率  騰 落 率  騰 落 率 

(期  首) 円 銭 ％  ％ ％ ％ 

2017年10月19日 10,024    － 235.95 － 94.3 － 

10月末 10,025    0.0 236.00 0.0 94.8 － 

11月末 10,025    0.0 235.98 0.0 93.6 － 

12月末 10,024    0.0 235.88 △0.0 96.4 － 

2018年１月末 10,024    0.0 235.82 △0.1 96.2 － 

２月末 10,031    0.1 235.90 △0.0 96.6 － 

(償還時) (償還価額)      

2018年３月26日 10,029.92 0.1 235.88 △0.0 － － 
 

（注） 騰落率は期首比。 
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド

○１万口当たりの費用明細 (2017年10月20日～2018年３月26日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 11  0.110  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） ( 7)  (0.075)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 2)  (0.022)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 1)  (0.013)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

（b） そ の 他 費 用 0   0.001   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.001)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

 合 計 11   0.111    

期中の平均基準価額は、10,025円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 

 

○売買及び取引の状況 (2017年10月20日～2018年３月26日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
日本短期債券マザーファンド 29,096 32,564 100,239 112,278 

 
 
 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 
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三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド

○利害関係人との取引状況等 (2017年10月20日～2018年３月26日) 

 

＜三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜日本短期債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
公社債 800 － － 802 100 12.5 

平均保有割合 3.7%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

（注） 公社債には現先などによるものを含みません。 

 

 

＜日本短期債券マザーファンド＞ 

種       類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額 

 百万円 百万円 百万円 
公社債 200 100 303 

 
 
 

 

＜日本短期債券マザーファンド＞ 

種     類 買 付 額 

 百万円 
公社債 400 

 
 
 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、アコム、日立キャピタルです。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2017年10月20日～2018年３月26日) 

期首残高(元本) 当期設定元本 当期解約元本 償還時残高(元本) 取引の理由 

百万円 百万円 百万円 百万円  
0.997606 － － 0.997606 商品性を適正に維持するための取得 

 

  

利害関係人との取引状況 

利害関係人の発行する有価証券等 
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三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド

○組入資産の明細 (2018年３月26日現在) 

 

 信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

 

銘 柄 
期首(前期末) 

口 数 

 千口 

日本短期債券マザーファンド 71,142 
 
 
 

○投資信託財産の構成 (2018年３月26日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

コール・ローン等、その他 48,738 100.0 

投資信託財産総額 48,738 100.0 
 
 
 

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2018年３月26日現在) 

項 目 償 還 時 

  円 

(A) 資産 48,738,601   

 コール・ローン等 48,738,601   

(B) 負債 96,313   

 未払信託報酬 95,283   

 未払利息 85   

 その他未払費用 945   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 48,642,288   

 元本 48,497,188   

 償還差益金 145,100   

(D) 受益権総口数 48,497,188口 

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) 10,029円92銭 
 
＜注記事項＞ 

期首元本額 79,588,692円 

期中追加設定元本額 35,511,722円 

期中一部解約元本額 66,603,226円 

また、１口当たり純資産額は、期末1.002992円です。 

○損益の状況 (2017年10月20日～2018年３月26日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △    350   

 支払利息 △    350   

(B) 有価証券売買損益 124,661   

 売買益 140,041   

 売買損 △ 15,380   

(C) 信託報酬等 △ 96,228   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 28,083   

(E) 前期繰越損益金 19,988   

(F) 追加信託差損益金 97,029   

 (配当等相当額) (  873,123)  

 (売買損益相当額) (△776,094)  

 償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 145,100   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 
 

  

親投資信託残高 
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三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド

○投資信託財産運用総括表 
 

信 託 期 間 
投資信託契約締結日 2012年12月３日 投資信託契約終了時の状況 

投資信託契約終了日 2018年３月26日 資 産 総 額 48,738,601円 

区   分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 
負 債 総 額 96,313円 

純 資 産 総 額 48,642,288円 

受益権口数 10,000,000口 48,497,188口 38,497,188口 受 益 権 口 数 48,497,188口 

元 本 額 10,000,000円 48,497,188円 38,497,188円 １万口当たり償還金 10,029円92銭 

毎計算期末の状況 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第１期 10,000,000円 10,009,510円 10,010円 0円 0％ 

第２期 7,838,640,814   7,858,076,338   10,025   0   0   

第３期 4,560,457,810   4,565,474,099   10,011   0   0   

第４期 72,523,851   72,697,904   10,024   0   0   

第５期 79,588,692   79,778,809   10,024   0   0   
 
 
 

 

○償還金のお知らせ  

１万口当たり償還金（税込み） 10,029円92銭 
 
◆償還金は償還日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆課税上の取り扱い 

・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原

則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。 

・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、

原則として、申告は不要です。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 

（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/ → 変更後（新）https://www.am.mufg.jp/） 

（2018年１月１日） 

②受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められる

ため、繰上償還しました。 

（2018年３月26日） 

③2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 
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